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アレックス・ムンティーン 弁護士事務所 
 
 

弁護士紹介／履歴： 

 

ルーマニア国ディミトリエ・カンテミル・クリスチャン大学ロー・スクール卒業  

法務博士（専門職） 

(Juris Doctor, Dimitrie Cantemir Christian University--クルジュ・ナポカ市) 

アメリカ合衆国デラウエア州ワイドナー大学ロー・スクール卒業  

会社法財務修士(LL.M) 

アメリカ法曹協会(ABA)会員、アメリカ移民法弁護士協会(AILA)会員、ノース・

カロライナ法曹協会会員、メクレンバーグ郡法曹協会会員 

ノース・カロライナ州弁護士として、アメリカ合衆国地方裁判所のノース・カロ

ライナ州西部地方裁判所にて法廷活動を行う。 

 

 

ムンティーン弁護士は、ニューヨーク市という世界で最も競争の激しく、革新的

な街でのビジネス経験を持ち、企業と顧客のコミュニケーションにおいて独自の

実用的な技術を会得しました。また、ルーマニアとそれに続くアメリカの法科大

学院での修学は、ルーマニア語に精通していることと合わせ、欧州とアメリカで

の法律や文化の違いのニュアンスや、成長する世界経済に影響を与えるグローバ

ル的な複雑な問題を解くことに理解を深めました。 

 

 

当法律事務所は、誠実で信頼のおける専門的な手法により、質の高いアドバイス

と優良なサービスをお届けします。当事務所の簡潔なシステムは、依頼者の方へ

専心的に注意をはらい、問題解決に厳格かつ独創的に取り組み、手頃な費用で満

足いただける結果を導き出します。 
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取り扱い業務： 

当事務所では、主に移民法を専門に扱っております。また、不動産、遺言と財産

に関する法律も扱っております。顧客は個人の方から家族、企業の方まで、地元

の方から世界中どこでも国籍を問わず、お手伝いさせていただきます。  

 

移民法： 

移民法は多面的かつ複雑な実務を伴い、個人とその家族の一生に多大な影響を与

えるものです。 

移民法は内容が濃く、複雑・難解であるため、法的手続きを正しく遵守しないと

、取り返しのつかない結果を招く恐れがあります。よって申請者は、手続きプロ

セスの肝心な最初から最終結果まで、各ステップを理解することが非常に重要と

なります。 

移民の手続きをお考えでしたら、是非、専門の弁護士に相談することをお薦めし

ます。 

 

不動産取引： 

当方の不動産取引に関する法律業務は、費用に見合った、公正な取り引きを、最

短時間でお届けします。依頼者の目的を達成するために、数々の業務を厳格に行

い、考えられるリスクに対処し、積極的かつ確固たる態度で、あなたの利益を守

ります。 

 

不動産契約の締結は、当事者が何人も関わり、構造的に複雑であり、法律を細部

まで理解していることが要求されます。このような場面において、私どもは依頼

者の代理人として、市場価値のある資産の購入をお手伝いいたします。また、資

産所有権とその保険に関する法律事務、ローンとそれに伴う書類の条項、約款、

その内容や専門語について、親切・丁寧に助言・説明をいたします。さらに、ロ

ーン締結の手続きを請負い、当事者間の交渉を潤滑に進めることを100%保証いた

します。 

 

 

 

 

 

遺言、財産に関する法律業務： 

 

若いうちから自分の将来の計画をたてておくことは、人生で最も予期せぬ事態の

準備をしておくために必要です。いつかは遺言を準備しなければいけず、そのこ

とによって、残された最愛なる家族は、精神的な支えと経済的な安心を得る事が

できます。遺言が無い場合、あなたの検認財産の分割はノース・カロライナ州法

の相続制度に管理されることになります。その上、扶養家族の親権は高等裁判所

長官に判断が委ねられます。もちろん、裁判所長官は子供たちにとって最善の結
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果を考慮し、法律に基づいた公平な財産分割をすることは保証されていますが、

全く不公平で、思慮の至らない結果を招くこともあり得ます。 

存命のうちに遺言を作成しておくことにより、財産分割を指示すること、子の親

権者を指名すること、子や他の相続者のために信託を設立して資金を管理するこ

と、夫婦が同時になくなった場合の解決法を明確にすること、財産相続者の権利

放棄を管理することが可能になります。 

 

包括的な遺言状には、医療患者代理人の指名と、尊厳死の権利主張とが含まれま

す。どちらの件も、あなたの意志を尊重し、末期治療に対する決定権を代理人に

与えます。 

 

医療患者代理人は、あなた自身が治療に対する理解や判断に欠除し、決断や意志

の疎通をはかれない時のためのものです。ノースカロライナ州法では、医師が患

者に判断能力がないと診断した時に、（患者が）代理人を指名することができま

す。特別な規定と制限が課せられますが、代理人に多大な力が与えられることも

事実です。この代理人の力は、あなたが元気なうちにいつでも無効にすることが

できます。 

 

尊厳死の権利主張、あるいは自然死の尊重は、特定の状況において、延命治療を

打ち切ることを要望することができます。あなたの意志で特例と例外を盛り込む

こともできます。この尊厳死主張は、申告者と医師の間の合意により、取り消す

ことができます。 

 
 
 


